
島 根 県 報

� �

行政権限委任規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成��年��月��日

島根県知事 溝 口 善兵衛

��������	

行政権限委任規則の一部を改正する規則

行政権限委任規則（昭和��年島根県規則第��号）の一部を次のように改正する。

別表支庁の部都市計画法の項第�号中「第��条第�号」を「第��条第��号」に改め、同項第	号中「第��条第�項ただ

し書」の次に「（第��条の�第�項又は第�
条の�第�項において準用する場合を含む。）」を加え、同項第�号中「第

��条第項ただし書」の次に「（同条第�項の規定による国の機関との協議を含む。）」を加え、同項第�号中「こと」

の次に「（同条第�項の規定による国の機関又は都道府県等との協議を含む。）」を加え、同項第��号中「第��条第�

号外第���号 平成��年��月��日 (�)

� �

� �

行政権限委任規則の一部を改正する規則 （人 事 課） �

島根県事務決裁規則の一部を改正する規則 （ 〃 ） �

島根県行政組織規則の一部を改正する規則 （ 〃 ） �
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平成��年��月��日（火)

�� �����
（毎週火・金曜日発行）
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◇������������ !"#��（規則第�
号）

 規則の概要

都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律の施行等に伴う規定の整備

� 施行期日

平成��年��月�"日から施行することとした。

◇���$%&'������ !"#��（規則第�#号）

 規則の概要

都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律の施行等に伴う規定の整備

� 施行期日

平成��年��月�"日から施行することとした。

◇�����()������ !"#��（規則第��号）

 規則の概要

都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律の施行等に伴う規定の整備

� 施行期日

平成��年��月�"日から施行することとした。
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平成��年��月��日 印刷
平成��年��月��日 発行 発行者 島 根 県 発行所 松江市殿町 島 根 県 庁

印 刷 松江市学園南 松陽印刷所
定価 �か月 �����円

（送料共)

島 根 県 報

項」の次に「（第	�条の
第
項において準用する場合を含む。）」を加える。

別表県土整備事務所の部都市計画法の項第
号中「第	�条第�号」を「第	�条第�	号」に改め、同項第�号中「第��条

第
項ただし書」の次に「（第	�条の
第
項又は第	条の
第�項において準用する場合を含む。）」を加え、同項第

�号中「第��条第�項ただし書」の次に「（同条第
項の規定による国の機関との協議を含む。）」を加え、同項第�号

中「こと」の次に「（同条第�項の規定による国の機関又は都道府県等との協議を含む。）」を加え、同項第��号中「第

��条第�項」の次に「（第	�条の
第
項において準用する場合を含む。）」を加える。

� �

この規則は、平成��年��月	�日から施行する。

島根県事務決裁規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成��年��月��日

島根県知事 溝 口 善兵衛

�������	


島根県事務決裁規則の一部を改正する規則

島根県事務決裁規則（昭和�年島根県規則第��号）の一部を次のように改正する。

別表第
土木部の表都市計画課の項知事決裁事項の欄中�を�とし、�を�とし、�を�とし、�の次に次のように加

える。

� 法第�条の
第�項又は第�項の規定により、準都市計画区域を指定し、又はその指定を廃止すること。

別表第
土木部の表都市計画課の項部長専決事項の欄の�中「市町村の準都市計画区域の指定又はその指定の変更若し

くは廃止について同意する」を「準都市計画の指定又はその指定の変更若しくは廃止について、市町村及び審議会の意見

を聴く」に改め、同欄中�を�とし、�から�までを�から�までとし、�の次に次のように加える。

� 法第�条の
第�項の規定により、準都市計画区域の指定を変更すること。

� �

この規則は、平成��年��月	�日から施行する。

島根県行政組織規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成��年��月��日

島根県知事 溝 口 善兵衛

��������


島根県行政組織規則の一部を改正する規則

島根県行政組織規則（平成��年島根県規則第��号）の一部を次のように改正する。

第��条第�項の表法令によるものの部島根県開発審査会の項担任する事務の欄中「第	�条第��号」を「第	�条第��号」

に改める。

� �

この規則は、平成��年��月	�日から施行する。

号外第���号 平成��年��月��日(�)


